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令和７年度 

 

愛知県犬山市 



都市計画事業事業計画変更認可申請書 
 

７犬下第   号 
令和７年  月  日 

 
愛知県知事 大村 秀章 殿 
 

申請者 住所 犬山市大字犬山字東畑 36 
                       名 称       犬山市 
                         代表者      犬山市長 原 欣伸 

 
 

都市計画法第 63 条第 1 項の認可を受けたいので、下記により申請します。 
 

記 
 
1. 施行者の名称 
  犬山市 
2. 都市計画事業の種類及び名称 
  尾張都市計画下水道事業犬山公共下水道（五条川左岸処理区） 
3. 事業計画 

イ．事業地 
（１）収用の部分 

変更なし 
 

（２）使用の部分 
令和 7 年愛知県告示第 113 号の事業地を削り、犬山市字落添を事業地とする。 
 

ロ．主要な施設の設計の概要 
約 1,124 ヘクタール 

事業認可処理面積    約 991 ヘクタール 
 
事業認可排水面積    約 73 ヘクタール 
 



約 1,240  メートル 
幹線管渠延長（汚水）     約 42  メートル 
 
幹線管渠延長（雨水）  約 130  メートル 
 
雨水貯留施設 
 五ヶ村調整池 
  敷地面積 約 16,300  平方メートル 

                           
令和 8 年 3 月 31 日まで 

ハ.事業施行期間  昭和 57 年 8 月 13 日から令和 13 年 3 月 31 日まで 
 

 
４．既に受けた都市計画事業認可の告示年月日及び告示番号 

昭和 57 年 8 月 13 日 愛知県告示 第 821 号 
昭和 63 年 3 月 25 日 愛知県告示 第 301 号 
平成 元年 3 月 15 日 愛知県告示 第 225 号 
平成 4 年 3 月 3 0 日 愛知県告示 第 380 号 
平成 7 年 4 月 1 9 日 愛知県告示 第 393 号 
平成 13 年 4 月 17 日 愛知県告示 第 361 号 
平成 17 年 3 月 29 日 愛知県告示 第 313 号 
平成 24 年 3 月  6 日 愛知県告示 第 143 号 
平成 27 年 6 月 19 日 愛知県告示 第 274 号 
平成 3 0 年 2 月 9 日 愛知県告示 第 37 号 
令和 3 年 4 月 6 日 愛知県告示 第 217 号 
令和 4 年 2 月 8 日 愛知県告示 第 42 号 
令和 7 年 3 月 1 1 日 愛知県告示 第 113 号 

 



 
添付書類 
 
 （1） 事業地を表示する図面 
     （位置図     別添図のとおり） 
     （実測平面図   別添図のとおり） 
 
 （2） 主要な施設の設計の概要を表示する図書 
     （平面図   別添図のとおり） 
 
 （3） 資金計画書 
 
 （4） 下水道法第 4 条に基づく事業計画（変更）書の写し 
 
 （5） 申請理由書 
 
 （6） 都市計画決定の計画書の写し 
 
 （7） 変更前の認可に係る告示の写し 
 
 （8） 直前の認可に係る申請書の写し 

 
（9） 事業の進捗状況を表示する図面 

 



 

 

 

 

 

 

 

（３）資 金 計 画 書



資金計画書

（千円）

管　渠 ポンプ場 処理場
建設費
分担金

計 うち用地費

31,091,169 3,499,973 34,788,048 196,906 28,499,771 10,788,088 74,075,907

33,247,276 3,438,393 36,685,669 218,755 29,522,923 10,789,831 76,998,423

3,077,450 35,400 3,112,850 385,457 463,600 3,961,907

1,108,792 45,420 1,154,212 - 396,508 521,990 2,072,710

814,132 45,420 859,552 - 418,152 521,990 1,799,694

251,159 45,420 296,579 - 365,922 521,990 1,184,491

524,319 45,420 569,739 - 306,351 521,990 1,398,080

543,640 45,420 589,060 - 327,615 521,990 1,438,665

3,429,156 45,420 3,474,576 - 311,843 521,990 4,308,409

34,168,619 3,535,373 37,900,898 196,906 28,885,228 11,251,688 78,037,814

39,918,474 3,710,913 43,629,387 218,755 31,649,313 13,921,771 89,200,471

（千円）

9,314,342 21,823,127 581,229 2,637,230 432,120 34,788,048 12,619,013 26,668,846 -                      39,287,859 74,075,907

10,471,034 22,614,409 432,302 2,695,785 472,139 36,685,669 12,517,793 27,439,711 355,250 40,312,754 76,998,423

1,231,000 1,661,800 196,250 23,800 - 3,112,850 420,800 428,257 -                      849,057 3,961,907

260,740 800,300 0 24,704 68,468 1,154,212 477,622 103,079 337,797 918,498 2,072,710

312,004 474,862 39,486 33,200 - 859,552 566,800 373,342 - 940,142 1,799,694

53,051 187,335 22,993 33,200 - 296,579 573,400 314,512 - 887,912 1,184,491

49,665 421,970 64,904 33,200 - 569,739 578,100 250,241 - 828,341 1,398,080

55,174 433,651 67,035 33,200 - 589,060 682,000 167,605 - 849,605 1,438,665

628,832 1,058,263 1,729,581 57,900 - 3,474,576 674,200 159,633 - 833,833 4,308,409

10,545,342 23,484,927 777,479 2,661,030 432,120 37,900,898 13,039,813 27,097,103 40,136,916 78,037,814

11,830,500 25,990,790 2,356,301 2,911,189 540,607 43,629,387 16,069,915 28,808,122 693,047 45,571,084 89,200,471

令和7年

年　次

　　イ　経費の部

建設改良費
起債元利
償還費

維持
管理費

その他 合計

～令和6年

令和8年

合計

年　次

　　ロ　財源の部

建設改良費 維 持 管 理 費 及 び 起 債 元 利 償 還 費

合計

国　費 起　債
他会計
繰入金

受益者
負担金

その他 計
下水道
使用料

他会計
繰入金

そ の 他 計

令和9年

令和10年

令和11年

令和12年

令和9年

令和10年

令和11年

令和12年

～令和6年

令和7年

令和8年

合計



 

 

 

 

 

 

 

（４）下水道法第 4 条に基づく事業計画（変更）書の写し



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流 域 関 連 公 共 下 水 道 事 業 計 画 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

流域関連公共下水道管理者               犬山市長  原 欣伸 

 

 

工事着手の年月日    昭和57年6月8日 

 

       

工事完成の予定年月日   令和 8年3月31日 

令和13年3月31日 
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Ⅰ.事 業 計 画 書 

 

 



 

（第１表の１）分流式－汚水 

予 定 処 理 区 域 及 び 流 域 下 水 道 と の 接 続 箇 所 調 書 

予定処理区域の

面積 

約1,124  

ヘクタール 

約991 

予定処理区域内の 

地名 

犬山市 

区域は下水道計画一般図表示のとおり 

処理分区の名称 
面  積 

(単位：ﾍｸﾀｰﾙ) 

流域下水道との

接続箇所の番号 

流域下水道との

接続箇所の位置 

接 続 す る 流 域        

下水道の幹線名 

摘  要 

(日最大ＢＯＤ) 

 

犬 山 第 一 

処 理 分 区 

 

  1,124 

991 

 

 

犬 山 １ 号 

 

犬 山 市 

楽 田 西 野      

２ 丁 目 

 

犬 山 幹 線 

計画汚水量 

ｍ3／日 

 

 

 

（第１表の２）分流式－雨水  

予 定 排 水 区 域 調 書 

予定排水区域の面積 約 75 ヘクタール 
予定排水区域内の 

地名 

犬山市 

区域は下水道計画一般図表示のとおり 

排水区の名称 
面積 

(単位：ﾍｸﾀｰﾙ) 
摘 要 

橋中排水区 24  

五ヶ村排水区 48  

五郎丸第二排水区 3  

 

（第３表）分流式－雨水 

吐  口  調  書 

 

排水区の名称 
主要な吐口の 

種類 

主要な吐口の

番号又は名称 

主要な吐口の 

位置 
計画放流量 

放流先 

の名称 

放流先 

の水位 
摘要 

五ヶ村排水区 
分流式 

雨水管渠 

五ヶ村 

放流幹線 

大口町二ッ屋 

二丁目 
5.5m3/s 

一級河川 

巾下川 

HWL 

30.21m 
 

 

 



（第４表の１）分流式－汚水 

管  渠  調  書 

処理分区

の名称 

主要な管渠の内のり寸法 

（単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延   長 

（単位：メートル） 

 

点検箇所の数 摘   要 

犬山第一 

処理分区 

  ○200～○1,650 

  ○150～○1,650 

24,360 

21,930 

 

 

1箇所 

方法：マンホール内か

ら管内目視若しくは管

口カメラを用いる 

 

頻度：5年に1回以上 

合     計 
24,360 

21,930 

 
 

 

（第４表の２）分流式－雨水 

管  渠  調  書 

排水区の

名称 

主要な管渠の内のり寸法 

（単位：ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

延   長 

（単位：メートル） 

 

点検箇所の数 摘   要 

五ヶ村 

排水区 

  □1,400×□1,400 

      ～ 

  □3,500×□2,000 

2,680 －  

合     計 2,680 －  

 

 

（第７表）分流式－雨水 

貯 留 施 設 調 書 

排水区の名称 
主要な貯留施設

の名称 
主要な貯留施設の位置 

貯留能力 

（単位㎥） 摘   要 

五ヶ村 

排水区 

 

五ヶ村調整池 

 

 

犬山市楽田巾一丁目、大字羽黒

新田字下平塚及び丹羽郡大口町

二ッ屋二丁目地内 

 

40,800 浸水対策 
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（５）申 請 理 由 書 



申 請 理 由 書 
 

 

犬山市の公共下水道事業（五条川左岸処理区）は、昭和 57 年度に事業着手後、今日まで

鋭意事業進捗に努め、令和 6 年度までに汚水既認可区域 1,124ha のうち約 79.7％に相当す

る約 896ha の面整備が完了し、雨水既認可区域 75ha のうち約 33％に相当する約 24ha の

面整備が完了した。 

今回、下記に示す内容について変更を行い、都市の健全な発展に寄与するものである。 

 
記 

 
１． 汚水については、犬山市下水道計画の実施にあたって事業認可区域約 133ha を削除

する。 

 
２． 汚水については、事業認可区域の変更に伴い、幹線管渠延長を変更する。 

 

３． 汚水については、使用の部分を変更する。 



 

 

 

 

 

 

 

（６）都市計画決定の計画書の写し 



 
 

 
 

 

 

 

 

尾 張 都 市 計 画 下 水 道 の 変 更 
 

 

（ 犬 山 市 決 定 ） 
 

 

計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

平度 

令 和 7 年 度 
 

 

愛 知 県   犬 山 市



 
 

 
 

 

 
尾張都市計画下水道の変更（犬山市決定） 

 

 

 

 

 

 都市計画犬山公共下水道「２．排水区域」「３．下水管渠」を次のように変更する。 
 

 

２．排水区域 

｢排水区域は総括図表示のとおり｣ 

 

雨水面積   約1,057ha 

汚水面積   約1,249ha 

 

 

３．下 水 管 渠  

(2)汚水管渠 

内   訳 
位    置 

備  考 
起 点 終 点 

犬山 

汚水幹線 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 
 

 

 

理  由 

 

 汚水適正処理構想において、区域の見直しを行ったため、これに伴い汚水の排水区域お

よび汚水管渠を変更する。 

 

1



 
 

 
 

 

理 由 書 

 

本市の公共下水道事業は、「五条川左岸流域下水道」及び「五条川右岸流域下水道」

の流域関連公共下水道として、昭和57年度に犬山公共下水道の都市計画決定を行い、

鋭意その整備（汚水・雨水）を進め、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上及び雨

水排除に努めてきたところである。 

今回、下水道を整備する区域を示す汚水適正処理構想の見直しを行ったため、これ

に伴い、より効率的かつ経済的に事業を継続することを目的に、排水区域の一部を削

除し、都市の健全な発展に寄与することを目的に、一部を排水区域に追加するもので

ある。 
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尾 張 都 市 計 画 下 水 道 の 変 更 
 

 

（ 犬 山 市 決 定 ） 
 

 

計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

令 和 6 年 度 

令 和 7 年 度 
 

 

愛 知 県   犬 山 市
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尾張都市計画下水道の変更（犬山市決定） 

 

 

 都市計画犬山公共下水道「２．排水区域」「３．下水管渠」を次のように変更する。 

 
 

 １．下水道の名称   犬山公共下水道 

 

２．排 水 区 域 

 「排水区域は総括図表示のとおり」               

 

雨水面積   約1,057ha 

       約1,545ha 

汚水面積   約1,249ha 

 

 

３．下 水 管 渠  

(1)雨水管渠 

内   訳 
位    置 

備  考 
起 点 終 点 

五ヶ村1号 

雨水幹線 

犬山市 

大字羽黒新田 

字下平塚 

犬山市 

字平塚 
 

五ヶ村 

放流幹線 

丹羽郡大口町 

二ッ屋二丁目 

丹羽郡大口町 

二ッ屋二丁目 
 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 

 

(2)汚水管渠 

内   訳 
位    置 

備  考 
起 点 終 点 

犬山 

汚水幹線 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

犬山市 

字落添 

犬山市 

楽田西野 

2丁目 

 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 
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４．その他の施設 

 

内   訳 位    置 備  考 

五ヶ村調整池 
犬山市楽田巾一丁目、大字羽黒新田字下平塚 

及び丹羽郡大口町二ッ屋二丁目地内 
 

五郎丸第二調整池 
犬山市大字五郎丸字猿屋東及び 

丹羽郡扶桑町大字高雄字郷東地内 
 

｢区域は計画図表示のとおり｣ 

 

理  由 

 

 汚水適正処理構想において、区域の見直しを行ったため、これに伴い汚水の排水区域お

よび汚水管渠諸元を変更する。 
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【新旧対照表】 
 

6



7



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 参 考 資 料 】 
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（1） 計画決定事項を説明する図面及び表 

 

① 排水区画割平面図      （別紙参照） 

 

② 丈量図（収用に係る土地）    （該当なし） 

 

③ 管径及び管渠敷設ルートが確認できる図面  （変更なし） 

 

④ 流量表・流量計算書（流量計算表）   （別紙参照） 

 

⑤ 工費概算書  

 （百万円） 

区  分 雨水管渠 汚水管渠 合  計 

管渠施設 7,868 
41,530 

33,270 

49,398 

41,138 

雨水貯留施設 1,036 ― 1,036 

計 8,904 
41,530 

33,270 

50,434 

42,174 

 

⑥ 都市計画策定の経緯の概要     

尾張都市計画下水道の変更（犬山市決定） 

事   項 時   期 備   考 

説 明 会 令和 年 月 日  

公 聴 会 令和 年 月 日  

事 前 協 議 令和７年７月24日  

事 前 協 議 回 答 令和７年８月29日  

案 の 縦 覧 
令和７年９月５日から 

令和７年９月19日まで 

縦覧者  ０名 

意見書提出（有・無） 

市町村都市計画審議会 令和７年10月２日  

知 事 へ の 協 議 令和７年10月31日  

知 事 回 答 令和７年11月19日  

決 定 告 示 令和７年12月10日  

 

⑦ 他の行政機関等との協議経過及び回答の写し（該当なし） 

9



 
 

 
 

（2） その他参考資料 

 

       63,620人 

① 計画排水人口      43,900人 

            51,170人      12,450人 

      （五条川左岸34,400人、五条川右岸9,500人） 

 

          63,620人 

② 計画処理人口       43,900人 

            51,170人      12,450人 

      （五条川左岸34,400人、五条川右岸9,500人） 

 

③ 下水排除方式   分 流 式 

 

④ 降雨強度         52.4㎜/hr(5年確率) 

 

⑤ 降雨強度式          Ｉ5＝1,547.1/(t0.74+8.805) 

Ｉ：降雨強度（mm/hr）、t：流達時間（min） 

 

⑥ 雨水流出量算定式    Ｑ＝1/360×Ｃ×Ｉ×Ａ 

Ｑ：雨水流出量（m3/sec）、Ｃ：流出係数、 

Ｉ：降雨強度（mm/hr）、Ａ：排水面積(ha) 

 

⑦ 流出係数 

ア 商業地域   0.80 

イ 住居地域   0.50 

ウ 準工業地域   0.65 

エ 工業地域   0.65 

オ 緑地その他   0.20～0.35 
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⑧ 汚水量（日最大）   

          31,446 m3/日最大 

五条川左岸   21,568 m3/日最大 

      18,677 m3/日最大 

ア 生活汚水量   11,455 m3/日最大 

      3,366 m3/日最大 

イ 営業汚水量    2,299 m3/日最大 

      3,306 m3/日最大 

ウ 地下水量    4,502 m3/日最大 

      6,097 m3/日最大 

エ 工場排水量    3,312 m3/日最大 

 

五条川右岸  4,131 m3/日最大 

ア 生活汚水量    3,164 m3/日最大 

イ 営業汚水量      189 m3/日最大 

ウ 地下水量      157 m3/日最大 

エ 工場排水量      621 m3/日最大 
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【流量表・流量計算書（流量計算表）】 
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凡　　　例

行政区域界

市街化区域界

処理区域界
（変更なし）

公共下水道汚水幹線
（変更なし）

吐　き　口
（変更なし）

流域下水道幹線

流域接続点

五
条
川
左
岸
流
域

犬山1号幹線

下
水
道
犬
山
幹
線

普通河川
後 路 川

一
級
河
川

一
級
河
川巾 

下 

川

一
級
河
川

五
 条

 川

一
級
河
川
　
合 

瀬 

川

一
級
河
川
　
新 

郷 

瀬 

川

一
級
河
川
　
郷
 瀬

 川

一
級
河
川
　
木
曽
川

犬 山 公 共 下 水 道

薬 

師 

川

尾張都市計画下水道

犬山公共下水道総括図（汚水）

処理区界
（五条川左岸・右岸）

尾張都市計画下水道の変更　（　犬山市　決定　）

〔 総 括 図 〕 汚 水

１－１

縮 尺　１／15,000

処理区域界
（削除）

処理区域界
（追加）

公共下水道汚水幹線
（削除）

犬
山

汚
水

幹
線



尾張都市計画下水道

犬山公共下水道総括図（雨水）

凡　　　例

行政区域界

市街化区域界

排水区域界
（変更なし）

公共下水道雨水幹線
（変更なし）

吐　き　口
（変更なし）

犬 山 公 共 下 水 道

五ヶ村1号雨水幹線

普通河川
後 路 川

一
級
河
川

一
級
河
川巾 

下 

川

一
級
河
川

五
 
条
 
川

一
級
河
川
　
合 

瀬 

川

一
級
河
川
　
新 

郷 

瀬 

川

一
級
河
川
　
郷
 瀬

 川

一
級
河
川
　
木
曽
川

薬 

師 

川

五ヶ村調整池

五ヶ村放流幹線

その他の施設
（雨水貯留施設）

（変更なし）

五郎丸第二調整池

尾張都市計画下水道の変更　（　犬山市　決定　）

〔 総 括 図 〕 雨 水

１－２

縮 尺　１／15,000



 

 

 

 

 

 

 

（７）変更前の認可に係る告示の写し（当初～最終分） 













































 

 

 

 

 

 

 

（８）直前の認可に係る申請書の写し 
 

 







都市計画法 
 
 
 
 
 
 

尾張都市計画下水道事業犬山公共下水道 

都市計画事業事業計画変更認可申請書 
（五条川左岸処理区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

 

愛知県犬山市 



都市計画事業事業計画変更認可申請書 
 

６犬下第３２４号 
令和７年１月１０日 

 
愛知県知事 大村 秀章 殿 
 

申請者 住所 犬山市大字犬山字東畑 36 
                       名 称       犬山市 
                         代表者      犬山市長 原 欣伸 

 
 

都市計画法第 63 条第 1 項の認可を受けたいので、下記により申請します。 
 

記 
 
1. 施行者の名称 
  犬山市 
2. 都市計画事業の種類及び名称 
  尾張都市計画下水道事業犬山公共下水道（五条川左岸処理区） 
3. 事業計画 

イ．事業地 
（１）収用の部分 

変更なし 
 

（２）使用の部分 
変更なし 
 

ロ．主要な施設の設計の概要 
事業認可処理面積    約 1,124 ヘクタール 
 

約 70 ヘクタール 
事業認可排水面積    約 73 ヘクタール 
 
幹線管渠延長（汚水）  約 1,240  メートル 
 
幹線管渠延長（雨水）  約 130  メートル 



 
雨水貯留施設 
 五ヶ村調整池 
  敷地面積 約 16,300  平方メートル 

                           
ハ.事業施行期間  昭和 57 年 8 月 13 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 
 

 
４．既に受けた都市計画事業認可の告示年月日及び告示番号 

昭和 57 年 8 月 13 日 愛知県告示 第 821 号 
昭和 63 年 3 月 25 日 愛知県告示 第 301 号 
平成 元年 3 月 15 日 愛知県告示 第 225 号 
平成 4 年 3 月 3 0 日 愛知県告示 第 380 号 
平成 7 年 4 月 1 9 日 愛知県告示 第 393 号 
平成 13 年 4 月 17 日 愛知県告示 第 361 号 
平成 17 年 3 月 29 日 愛知県告示 第 313 号 
平成 24 年 3 月  6 日 愛知県告示 第 143 号 
平成 27 年 6 月 19 日 愛知県告示 第 274 号 
平成 3 0 年 2 月 9 日 愛知県告示 第 37 号 
令和 3 年 4 月 6 日 愛知県告示 第 217 号 
令和 4 年 2 月 8 日 愛知県告示 第 42 号 
 

 



 
添付書類 
 
 （1） 事業地を表示する図面 
     （位置図     別添図のとおり） 
     （実測平面図   別添図のとおり） 
 
 （2） 主要な施設の設計の概要を表示する図書 
     （平面図   別添図のとおり） 
 
 （3） 資金計画書 
 
 （4） 下水道法第 4 条に基づく事業計画（変更）書の写し 
 
 （5） 申請理由書 
 
 （6） 都市計画決定の計画書の写し 
 
 （7） 変更前の認可に係る告示の写し 
 
 （8） 直前の認可に係る申請書の写し 

 
（9） 事業の進捗状況を表示する図面 

 



 

 

 

 

 

 

 

（３）資 金 計 画 書





 

 

 

 

 

 

 

（５）申 請 理 由 書 



申 請 理 由 書 
 

 

犬山市の公共下水道事業（五条川左岸処理区）は、昭和 57 年度に事業着手後、今日まで

鋭意事業進捗に努め、令和 5 年度までに汚水既認可区域 1,124ha のうち約 79.2％に相当す

る約 890ha の面整備が完了し、雨水既認可区域 70ha のうち約 34.2％に相当する約 24ha

の面整備が完了した。 

今回、下記に示す内容について変更を行い、都市の健全な発展に寄与するものである。 

 
記 

 
１． 雨水については、犬山市下水道計画の実施にあたって事業認可区域約 3ha を拡張す

る。 

 

 


